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【図⑨ 霧島商工会議所      【図⑩ 川内商工会議所 

      会報誌 R2.10月号】         会報誌 R2.11月号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図⑪ 鹿児島商工会議所のホームページでの告知】 
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      ○鹿児島県飲食業同業組合、県内の商店街等の会員企業に対する

告知 

       ・鹿児島県飲食業同業組合や県内の商店街を訪問し、各団体の

会員企業の積極的な事業参加を要請した。 

 

      ○施設内飲食店の参加促進のための商業施設への要請 

       ・鹿児島県内の商業施設を訪問し、各施設の飲食店の参加促進

を要請した。 

 

      ○飲食店を複数運営する企業への参加要請 

       ・鹿児島県内において、複数の飲食店を運営する企業を訪問し、

当キャンペーンへの積極的な参加を要請した。 

 

      ○テレビコマーシャルを利用した告知 

（消費者への利用促進も含む） 

       ・地元民放４局において令和２年 10月にコマーシャルを放映 

 

  ② キャンペーン期間中に、受託者及び都道府県事務局型の実施主体に加

入する飲食店には、基本手数料（固定費）を無料とした。 

 

【写真⑦ 参加店募集チラシ(裏面)】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※基本手数料無料のため、参加飲食店の条件に手数料の記載はしていない。 
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（７）消費者の利用促進 

  ① 当商工会議所が発行、販売する食事券の消費者による利用を促進する

ために、Web ページ上に食事券の購入方法、利用方法、利用できる飲食

店等を掲載した。 

    また、食事券の販売時に、食事券の利用方法、利用できる飲食店等の

情報を調べる方法が分かりやすく伝わるよう工夫を行った。 

 

    具体的には、食事券の販売所で、参加飲食店を地域ごとに掲載した他、

Webページ上に地域ごとの飲食店も掲載、販売所では、販売カウンターの

上や壁面にサイトページの QRコードを掲出し、消費者に参加飲食店の周

知を図った。 

【下図⑫の他、P9図③「鹿児島商工会議所ホームページ」を参照】 

 

【図⑫ 販売所に掲出した参加飲食店一覧を検索する QRコード】 
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【図⑬ 鹿児島商工会議所 参加飲食店掲載検索ページ】 
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  ② 本事業による食事券を利用できる飲食店において、ステッカーを貼る

ことなどにより、消費者がすぐに分かるよう工夫した。 

    具体的には、当キャンペーンの参加店を証明するステッカーを作成し、

全参加飲食店に配布。各飲食店の店舗入口ドアやレジ周辺に貼付し、消

費者がすぐに分かるよう工夫を行った。 

 

    【図⑭ 参加飲食店の店舗入り口ドア等 

      に掲出したステッカー】 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 各商工会議所の広報誌、新聞記事、テレビ・ラジオのＣＭなどを利用

し、食事券の周知を図った。 

【図⑮ 鹿児島商工会議所会報誌 「アイム」R2.11月号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

【図⑯ 鹿児島商工会議所会報誌         【図⑰ 鹿児島商工会議所会報誌 

      「アイム」R3.４月号】       「アイム」R3.７月号】 

 

【    

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

【図⑱ 霧島商工会議所会報誌 R2.11月号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図⑲ 川内商工会議所会報誌 R2.11月号】 
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（８）不正防止対策 

  ① 飲食店による自己取引、架空取引、虚偽報告に対する対策を講じた。

具体的には、全ての参加飲食店に配布した「参加店の手引き」において、

参加店の不正防止に関する文面を記載し、注意喚起を徹底した。 

    また、不正防止を含むガイドラインの遵守について誓約した同意書を

参加飲食店に提出させた。【下図⑳の他、P3写真① 「参加店同意書」を参照】 

 

【図⑳ 「参加店手引書」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

    また、換金業務を県内の 10 商工会議所および鹿児島市内の金融機関、

奄美市内の金融機関に限定して行い、換金受付から振込までの間に、各

商工会議所で、店舗規模と換金額について精査を行ったうえで振込・支

払いを実行した。 

    対処方法の実例）消費者より「近所の飲食店がコロナ禍に関わらず景

気がよさそうだ。Go To Eatで不正をしているのではないか」と通報があ

り、地域の商工会議所に換金額、換金した食事券の確認を行ったが、店

舗規模相応の換金額であり、換金した食事券からも不正を確認すること

は出来なかった。本件を受け、換金所にて、参加飲食店に対し不正防止

の注意喚起を改めて行った。 

 

  ② 飲食店による加盟店要件の偽装、実態のない店舗の加盟に対する対策

を講じた。具体的には、参加店登録を行う際、参加店からの申請書と実

態店舗の有無について、電話とホームページ等で確認を行った。 

 

  ③ 飲食店が使用済みの食事券を無効処理しないことによる不正に対する

対策を講じた。具体的には、参加飲食店に対して「参加店の手引き」に

より、消費者が店舗にて食事券を使用した際は、その場で食事券裏面に、

店舗名、登録事業者番号を記載するよう通知するとともに、各換金所に

おいても、食事券裏面に店舗名、登録事業者番号の記載のない食事券は、

換金を受け付けないことを徹底した。 
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【図㉑ 「参加店手引書」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 消費者による買占め・転売、偽造など、消費者が行う不正に対する対策を

以下のとおり講じた。 

 

    □ 同じ日に複数回購入する消費者がいた場合は、販売所スタッフよ

り、身分証明書の確認や不正利用に関する注意喚起を徹底するよう

通達を行い、大量に買い占める消費者が発生した場合は、事務局ま

で報告するよう対策を徹底した。また、販売額の大きい販売所には、

監視カメラを設置し、購入代金の管理や、購入者の不正などについ

て対策を講じた。 

    □ 消費者による転売に関しては、「メルカリ」などのフリマサイト

などを定期的に監視したが、当該食事券の転売は認められなかった。 

      なお、販売にあたっては、「サービス産業消費喚起事業（Go to Eat

キャンペーン）給付金給付規程」を各販売所に掲示した。 

    □ 消費者による偽造を防止するため、「参加店手引書」において、

参加店が食事券を受け取る際の留意事項を広く注意喚起し、換金事

務を行う際においても、換金の都度、偽造防止が施された食事券で

あることを確認した。【P26図㉒「参加店手引書」を参照】 

 

  ⑤ 受託者内部において発生し得る不正を防止するため、これに対する対

策を講じるものとする。 
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【図㉒ 「参加店手引書」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□食事券の販売における不正防止対策 

     ・印刷された食事券は、事務局責任者立ち会いのもと、警備会社の

車両にて、警備会社の金庫に搬入した。 

     ・委託された警備会社が、当商工会議所からの連絡により、警備会

社金庫から各販売所に食事券を搬入。各販売所では、金庫室また

は施錠ができる部屋で食事券を保管した。 

     ・事務局である鹿児島商工会議所の販売所では、施錠されている室

内で食事券を保管し、販売所責任者および販売スタッフが、食事

券と販売代金の管理を行った。 

     ・食事券の販売代金は、販売所の営業終了後、販売所責任者と２名

以上の職員が販売した食事券冊数と販売代金を照会し、金融機関

の夜間金庫に収納した。 
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    □換金に持ち込まれた利用済食事券の流用を防ぐ対策 

     ・換金所に持ち込まれた食事券は、食事券の枚数と、換金取次依頼

書に記載された枚数が一致しているか２名以上で確認の後、食事

券の上部にパンチ穴を開けることで、換金受付が完了した食事券

として扱う。 

     ・換金受付が完了した食事券は、当該店舗への換金が完了次第、段

ボール箱に入れ、各換金所の金庫、または施錠可能な室内で保管

し、一定量、食事券が溜まった際は、施錠ができる鹿児島市内の

施錠ができる貸金庫事業者の金庫室で保管した。 

 

    □誤振込を防ぐための対策 

     ・換金所から集計された換金枚数一覧と換金取次依頼書をもとに、

支出手続きを複数名での確認の後、実行した。 

 

  ⑥ 飲食店や受託者による不正が発覚した場合、委託者が事業者名を公表

するなどの措置を講じる場合があるとしたが、実際には不正は行われな

かった。【P24図⑳「参加店手引書」を参照】 

 

（９）問い合わせ対応 

  当商工会議所は、キャンペーン期間中に、本事業のうちキャンペーンの実

施等に係る消費者及び飲食店からの問合せに対応した。 

 

 □電話受付（対応時間：平日 8:30～17:30） 対応実績 約 8,000件 

    鹿児島商工会議所    参加店からのお問い合わせ  099-225-9540  

                販売に関するお問い合わせ  099-225-9534  

                事業全般のお問い合わせ   099-225-9511 

    川内商工会議所    0996-22-2267  鹿屋商工会議所   0994-42-3135 

    枕崎商工会議所    0993-72-3341  阿久根商工会議所  0996-72-1185 

    奄美大島商工会議所  0997-52-6111  南さつま商工会議所 0993-53-2244 

    出水商工会議所    0996-62-1337  指宿商工会議所   0993-22-2473 

    いちき串木野商工会議所 0996-32-2049  霧島商工会議所   0995-45-0313  

   ※上記商工会議所において、約 70名の職員が電話対応にあたった。 

 

 □メール・ホームページからの問い合わせ内容 

   対応実績 約 200件 

  【P9図③「鹿児島商工会議所ホームページ」を参照】 
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（10）事業の実施結果（成果）、所見 

 

   ○ 今回は、鹿児島商工会議所が受託者となり、県下 10の商工会議所と

連携して、食事券の発行・販売、食事券の回収、飲食代金の振込など

の事業を実施した。全体を通じて円滑に事業を実施し、参加した飲食

店からも高い評価をいただくなど成功裡に終了することができた。 

   ○ 食事券の発行・販売、食事券の回収、飲食代金の振込のほとんどの

業務を各地域の商工会議所が担うことで、本事業の主旨である飲食店

の支援を地域密着型で実践することができた。 

   ○ 県下全域を対象とした食事券の発行事業は初めての試みであったこ

と、新型コロナウイルスの感染拡大により、営業時間の短縮など制約

がある中での実施だったこともあり、県下商工会議所との事前調整や

利用期間の延長に関する告知などに苦慮することもあったが、それぞ

れの商工会議所が各地域の実情に応じて柔軟な対応を心掛け、結果的

にスムーズな事業実施に繋がった。 

   ○ 苦境にある飲食事業者の資金繰り負担を軽減し、換金サイクルを可

能な限り短縮するため、月２回から月８回の換金スキームを各地商工

会議所で構築した。換金までのサイクルが短いことも参加飲食店の拡

大に繋げることができた。 

   ○ 地域のコミュニティの中核である商工会議所を中心として、料飲業

組合や商店街、旅館組合、ホテル協会などの関連団体との連携強化を

通じて、参加店の拡大を図るとともに、事業者（参加店）からの相談

や、消費者（地域住民）からの問い合わせ等に対してきめ細やかな対

応を実施した。 

   ○ 本事業を進めるにあたっては、各地域の実情に沿って進めることで、

各市の振興策や、各市の商品券発行事業などとの連携等による波及効

果の最大化を目指した。 

   ○ 本事業は、コロナ禍における飲食関連業界の振興を検討する契機と

なり、今後、感染対策を行ったうえでの需要喚起策を経済団体として

検討していきたい。 

     なお、結果として使用されなかった食事券の額面からプレミアム分

を除いた余剰金 2,656万円については、鹿児島県庁と協議を行い、県

内の全商工会議所で組織する鹿児島県商工会議所連合会に繰り入れ、

地域経済の振興に資する事業に活用する予定である。 




